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信頼の置ける科学的データと生物種別の漁獲量、
取引量を収集し、国内の保全と持続可能な利用
に関する施策を立て、実行することが求められる。
また、これらの情報は一部の研究者や関係者だ
けではなく、一般に開示され、多様な分野の参
画によって保全と持続可能な漁業のあり方が議論
されるべきである。古くから世界中の人びとを魅
了してきた宝石サンゴを、これからも持続可能な
方法で利用するために、長期的な視野をもった
対応が求められている。

ンゴを特定するHSコードはない。宝石サンゴに関
する統計データは造礁さんごなどを含めた「さんご」
として包括されるため、宝石サンゴの国際取引の
全体像を把握するのは困難である。また、製品の
輸出に関するＨＳコードは、べっ甲や水牛の角など
他の生物資源が含まれるため、宝石サンゴの輸出

はじめに
　宝石サンゴとして
総称されるサンゴ科
Coralliidae spp.は約31
種が知られ、世界中の
熱帯や亜熱帯、温帯海
域に生息する。なかでも、
地中海産のベニサンゴ 

Corallium rubrumの利用と漁獲の歴史は古く、
ローマ時代にはインドや北アフリカヘビーズ製品が
交易されていた記録がある（Torntore、2002）。
19世紀後半に日本で宝石サンゴ漁業が始まると、
イタリアを中心に海外からも仲買いが買いつけに来
日し、太平洋産宝石サンゴがヨーロッパ市場に流
通するようになった（Torntore、2002）。現在では、
特に、太平洋産アカサンゴParacorallium japonicum
やモモイロサンゴ Corallium elatiusなどの宝石サンゴ
は、その美しさからだけではなく、地中海産ベニサ
ンゴの資源量と漁獲の減少の影響を受け、国際
市場における需要が高まりつつある（Georgios、
2009）。国連食糧農業機関（FAO）などの報
告によれば、近年、宝石サンゴ加工産業の世
界的な中心地であるイタリア南部都市トッレ・デ
ル・グレコで扱われる宝石サンゴの約7割が、
日本や台湾産であるという（FAO、2007）1。
　宝石サンゴの資源量の枯渇が懸念され、第
14回と第 15回ワシントン条約締約国会議で議
論されてきた。本章では、宝石サンゴの主要
な生産や加工国である日本に焦点をあて、日本

の国際取引と資源管理の実態について明らか
にする。

宝石サンゴの生産量と日本
　FAOは、宝石サンゴの世界の生産量を漁業国
政府からの報告にもとづいて集計している。図１は、
FAOの統計をもとに、太平洋で採取されるアカサン
ゴとモモイロサンゴの総生産量の推移を示した。こ
の図より、1983年には9.7tであったアカサンゴの総
生産量は、2006年には約20%にあたる1.9tに低迷
していることがわかる。つまり、過去23年の間に、
約80%もの生産量が減少していることを意味する。
一方、モモイロサンゴは、1983年に約5.5 tだった
漁獲は、その4年後の1987年には約70%減少し、
1.9 tであった。翌年以降、増加傾向をみせるが、
年によって急激に減少あるいは増加するなど、その
生産量は安定していない。1992年から2006年の
間に、急な増加とその後の減少が3度も繰り返され
るが、新しい漁場の発見とその集中的な漁獲、国
際市場の価格変動の反映がその要因として考えら
れる（TRAFFIC-IUCN、2010）。
　図２と図３に、アカサンゴとモモイロサンゴの国
別生産量を示した。これらの図より、アカサンゴと
モモイロサンゴの漁獲は日本と台湾のみが行ってい
ることがわかる。特に、アカサンゴについては、そ
の多くを日本が占めており、2005年以降は日本の
みが漁獲を行っている。日本の漁獲は、1996年
には0.5 tであったが、2006年には約4倍である
1.9 tの漁獲があった。一方、モモイロサンゴの主

な原産国は台湾であり、2006年の総生産量のうち、
約6割が台湾によるものであった。日本の生産量
は、2000年以降、約2 t前後で推移している。

国際取引
　2010年7月現在、日本の貿易統計には宝石サ

量のみを特定することはできない。
　これらの問題点を指摘した上で、未加工さんご
の日本からの輸出先についてみていきたい。図４
は、1999年から2008年までの過去10年間のさん
ごの総輸出金額の国別シェアを示している。日本
から輸出されるさんごの約87%が香港と台湾、中
国によって占められている。これら3カ国は、日本
産さんごの重要な国際市場であることが推測でき
る。
　図５は、さんご製品の台湾から日本への輸出量
と日本の台湾からの輸入量の推移を示している2。
2004年と2006年については貿易統計上の誤差は
少ないが、2002年と2005年、2007年には大きな
隔たりがある。2005年には、日本の貿易統計によ
ると、日本は台湾から9kgのさんご製品を輸入して
いるはずだが、台湾の貿易統計では台湾から日本
へ4313kgを輸出していることを示している。このよ
うな統計上のギャップが生じる理由は、貿易統計
の分析からだけでは明らかにすることはできない。
財務省の統計基本通達によると２０万円以下につ
いては統計に記録されないが、それを考慮しても
二国間の通関管理が適切に行なわれていない疑
いが指摘できるだろう（Wu and Takahashi、
2009）。

管理措置
　2010年7月現在、公海に生息する宝石サンゴ
は地域漁業管理機関（RFMOs）など国際的な
機関による漁業管理は行われていない。東アジア
のなかでも、中国は、1988年に制定した野生動
物保護法にもとづき、宝石サンゴを国家一級重点
保護野生動物に指定し、国内での漁獲を禁止し
た。また、2008年7月には、サンゴ科4種をワシン
トン条約附属書Ⅲに掲載し、中国の取引相手国に
これらの種の国際取引を管理するために支援が必
要であると注意を呼びかけている。　
　台湾は、2009年1月、宝石サンゴ採捕と取引
に関する規制を改正した。さんご漁業を経営する
漁船のライセンス制を導入し、すべての漁船に船
舶位置管理システム（VMS）の装備を義務付け、
各漁船の空間的なモニタリングを行っている。また、
各漁船の漁獲可能量（TAC）は年間200kg、
輸出量は年間120kgに設定された（Wu and 
Takahashi、2009）。
　日本のさんご漁業は、漁業法および「水産資源
保護法」に基づき、都道府県漁業調整規則と海
区漁業調整委員会指示によって規制されている。
トラフィック イーストアジア ジャパンは、宝石サンゴ
の主要な生産地である高知県、長崎県、鹿児島
県、沖縄県の水産課に対し、さんご漁業に関する
各都道府県の漁業調整規則と報告義務内容につ
いてアンケート調査を行った（表１、図６）。

　調査の結果、規制内容は各自治体によって大き
く異なることが明らかになった。例えば、各漁船の
漁獲可能量（TAC）について設定している県は
なく、禁漁時期については、高知県が宝石サンゴ
の保全と他漁業との調整により室戸沖に対して設
けているのみである。その他の3県では特に禁漁
時期を設けていないため、年中操業が可能である。

　日本の海域で行われているさんご漁業は、さん
ご網という伝統的な漁法と深海での採捕を可能と
する潜水艇の使用という近代化された漁業の2つ
の形態によって操業されているのが特徴である。
漁法の制限については、高知県は伝統的漁法で
あるさんご網を指定する一方、沖縄県では潜水艇
など選択的に採捕できる漁具の使用のみに限って
いる。鹿児島県と沖縄県から操業許可を得ている
経営体は東京に本社のある船舶保有会社のみ
で、潜水艇を用いて宝石サンゴを選択的に採捕し
ている。
　漁業成績報告書について、各県とも総重量の
報告を義務付けているが、そのなかでも生物種別
に報告義務があるのは鹿児島県と沖縄県のみで
あった。しかしながら、前述したように、FAOの
生産統計では、日本政府から生物種別に生産量
が報告されていることを思い起こしてほしい。日本

国内のすべての生産地で宝石サンゴの水揚げは
生物種別に集計されていないことからも、日本から
信頼度の高い漁獲データが報告されているとは言
いがたい。さらに、各県の報告内容において、サ
ンゴの状態や販売状況について報告義務を設け
ていないなど、現在の報告内容は限定的であり、

さんご漁業の実態や自然に生息する資源量への
影響を理解するためにに十分な情報を収集できて
いるとはいえない。

提言
　希少な生物資源である宝石サンゴは、本稿で
もみてきたように、国際市場で取引されているた
め、その資源管理には国内だけではなく、国際
的な協力を要する。特に、太平洋に生息する宝
石サンゴに対して、主要な生産国である日本は、

1 英名は、FAOの資料を参照した。Search Aquatic Species Fact Sheets 
http://www.fao.org/fishery/species/search/en
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信頼度の高い漁獲データが報告されているとは言
いがたい。さらに、各県の報告内容において、サ
ンゴの状態や販売状況について報告義務を設け
ていないなど、現在の報告内容は限定的であり、

さんご漁業の実態や自然に生息する資源量への
影響を理解するためにに十分な情報を収集できて
いるとはいえない。

提言
　希少な生物資源である宝石サンゴは、本稿で
もみてきたように、国際市場で取引されているた
め、その資源管理には国内だけではなく、国際
的な協力を要する。特に、太平洋に生息する宝
石サンゴに対して、主要な生産国である日本は、
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出典: 財務省貿易統計　http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm. 
（2009年12月15日取得）

4 さんご（未加工）の総輸出金額国別シェア
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信頼の置ける科学的データと生物種別の漁獲量、
取引量を収集し、国内の保全と持続可能な利用
に関する施策を立て、実行することが求められる。
また、これらの情報は一部の研究者や関係者だ
けではなく、一般に開示され、多様な分野の参
画によって保全と持続可能な漁業のあり方が議論
されるべきである。古くから世界中の人びとを魅
了してきた宝石サンゴを、これからも持続可能な
方法で利用するために、長期的な視野をもった
対応が求められている。

ンゴを特定するHSコードはない。宝石サンゴに関
する統計データは造礁さんごなどを含めた「さんご」
として包括されるため、宝石サンゴの国際取引の
全体像を把握するのは困難である。また、製品の
輸出に関するＨＳコードは、べっ甲や水牛の角など
他の生物資源が含まれるため、宝石サンゴの輸出

はじめに
　宝石サンゴとして
総称されるサンゴ科
Coralliidae spp.は約31
種が知られ、世界中の
熱帯や亜熱帯、温帯海
域に生息する。なかでも、
地中海産のベニサンゴ 

Corallium rubrumの利用と漁獲の歴史は古く、
ローマ時代にはインドや北アフリカヘビーズ製品が
交易されていた記録がある（Torntore、2002）。
19世紀後半に日本で宝石サンゴ漁業が始まると、
イタリアを中心に海外からも仲買いが買いつけに来
日し、太平洋産宝石サンゴがヨーロッパ市場に流
通するようになった（Torntore、2002）。現在では、
特に、太平洋産アカサンゴParacorallium japonicum
やモモイロサンゴ Corallium elatiusなどの宝石サンゴ
は、その美しさからだけではなく、地中海産ベニサ
ンゴの資源量と漁獲の減少の影響を受け、国際
市場における需要が高まりつつある（Georgios、
2009）。国連食糧農業機関（FAO）などの報
告によれば、近年、宝石サンゴ加工産業の世
界的な中心地であるイタリア南部都市トッレ・デ
ル・グレコで扱われる宝石サンゴの約7割が、
日本や台湾産であるという（FAO、2007）1。
　宝石サンゴの資源量の枯渇が懸念され、第
14回と第 15回ワシントン条約締約国会議で議
論されてきた。本章では、宝石サンゴの主要
な生産や加工国である日本に焦点をあて、日本

の国際取引と資源管理の実態について明らか
にする。

宝石サンゴの生産量と日本
　FAOは、宝石サンゴの世界の生産量を漁業国
政府からの報告にもとづいて集計している。図１は、
FAOの統計をもとに、太平洋で採取されるアカサン
ゴとモモイロサンゴの総生産量の推移を示した。こ
の図より、1983年には9.7tであったアカサンゴの総
生産量は、2006年には約20%にあたる1.9tに低迷
していることがわかる。つまり、過去23年の間に、
約80%もの生産量が減少していることを意味する。
一方、モモイロサンゴは、1983年に約5.5 tだった
漁獲は、その4年後の1987年には約70%減少し、
1.9 tであった。翌年以降、増加傾向をみせるが、
年によって急激に減少あるいは増加するなど、その
生産量は安定していない。1992年から2006年の
間に、急な増加とその後の減少が3度も繰り返され
るが、新しい漁場の発見とその集中的な漁獲、国
際市場の価格変動の反映がその要因として考えら
れる（TRAFFIC-IUCN、2010）。
　図２と図３に、アカサンゴとモモイロサンゴの国
別生産量を示した。これらの図より、アカサンゴと
モモイロサンゴの漁獲は日本と台湾のみが行ってい
ることがわかる。特に、アカサンゴについては、そ
の多くを日本が占めており、2005年以降は日本の
みが漁獲を行っている。日本の漁獲は、1996年
には0.5 tであったが、2006年には約4倍である
1.9 tの漁獲があった。一方、モモイロサンゴの主

な原産国は台湾であり、2006年の総生産量のうち、
約6割が台湾によるものであった。日本の生産量
は、2000年以降、約2 t前後で推移している。

国際取引
　2010年7月現在、日本の貿易統計には宝石サ

量のみを特定することはできない。
　これらの問題点を指摘した上で、未加工さんご
の日本からの輸出先についてみていきたい。図４
は、1999年から2008年までの過去10年間のさん
ごの総輸出金額の国別シェアを示している。日本
から輸出されるさんごの約87%が香港と台湾、中
国によって占められている。これら3カ国は、日本
産さんごの重要な国際市場であることが推測でき
る。
　図５は、さんご製品の台湾から日本への輸出量
と日本の台湾からの輸入量の推移を示している2。
2004年と2006年については貿易統計上の誤差は
少ないが、2002年と2005年、2007年には大きな
隔たりがある。2005年には、日本の貿易統計によ
ると、日本は台湾から9kgのさんご製品を輸入して
いるはずだが、台湾の貿易統計では台湾から日本
へ4313kgを輸出していることを示している。このよ
うな統計上のギャップが生じる理由は、貿易統計
の分析からだけでは明らかにすることはできない。
財務省の統計基本通達によると２０万円以下につ
いては統計に記録されないが、それを考慮しても
二国間の通関管理が適切に行なわれていない疑
いが指摘できるだろう（Wu and Takahashi、
2009）。

管理措置
　2010年7月現在、公海に生息する宝石サンゴ
は地域漁業管理機関（RFMOs）など国際的な
機関による漁業管理は行われていない。東アジア
のなかでも、中国は、1988年に制定した野生動
物保護法にもとづき、宝石サンゴを国家一級重点
保護野生動物に指定し、国内での漁獲を禁止し
た。また、2008年7月には、サンゴ科4種をワシン
トン条約附属書Ⅲに掲載し、中国の取引相手国に
これらの種の国際取引を管理するために支援が必
要であると注意を呼びかけている。　
　台湾は、2009年1月、宝石サンゴ採捕と取引
に関する規制を改正した。さんご漁業を経営する
漁船のライセンス制を導入し、すべての漁船に船
舶位置管理システム（VMS）の装備を義務付け、
各漁船の空間的なモニタリングを行っている。また、
各漁船の漁獲可能量（TAC）は年間200kg、
輸出量は年間120kgに設定された（Wu and 
Takahashi、2009）。
　日本のさんご漁業は、漁業法および「水産資源
保護法」に基づき、都道府県漁業調整規則と海
区漁業調整委員会指示によって規制されている。
トラフィック イーストアジア ジャパンは、宝石サンゴ
の主要な生産地である高知県、長崎県、鹿児島
県、沖縄県の水産課に対し、さんご漁業に関する
各都道府県の漁業調整規則と報告義務内容につ
いてアンケート調査を行った（表１、図６）。

　調査の結果、規制内容は各自治体によって大き
く異なることが明らかになった。例えば、各漁船の
漁獲可能量（TAC）について設定している県は
なく、禁漁時期については、高知県が宝石サンゴ
の保全と他漁業との調整により室戸沖に対して設
けているのみである。その他の3県では特に禁漁
時期を設けていないため、年中操業が可能である。

　日本の海域で行われているさんご漁業は、さん
ご網という伝統的な漁法と深海での採捕を可能と
する潜水艇の使用という近代化された漁業の2つ
の形態によって操業されているのが特徴である。
漁法の制限については、高知県は伝統的漁法で
あるさんご網を指定する一方、沖縄県では潜水艇
など選択的に採捕できる漁具の使用のみに限って
いる。鹿児島県と沖縄県から操業許可を得ている
経営体は東京に本社のある船舶保有会社のみ
で、潜水艇を用いて宝石サンゴを選択的に採捕し
ている。
　漁業成績報告書について、各県とも総重量の
報告を義務付けているが、そのなかでも生物種別
に報告義務があるのは鹿児島県と沖縄県のみで
あった。しかしながら、前述したように、FAOの
生産統計では、日本政府から生物種別に生産量
が報告されていることを思い起こしてほしい。日本

国内のすべての生産地で宝石サンゴの水揚げは
生物種別に集計されていないことからも、日本から
信頼度の高い漁獲データが報告されているとは言
いがたい。さらに、各県の報告内容において、サ
ンゴの状態や販売状況について報告義務を設け
ていないなど、現在の報告内容は限定的であり、

さんご漁業の実態や自然に生息する資源量への
影響を理解するためにに十分な情報を収集できて
いるとはいえない。

提言
　希少な生物資源である宝石サンゴは、本稿で
もみてきたように、国際市場で取引されているた
め、その資源管理には国内だけではなく、国際
的な協力を要する。特に、太平洋に生息する宝
石サンゴに対して、主要な生産国である日本は、

2 日本の主要な輸出先である東アジアのなかで、台湾は唯一さんごに関するHSコードをもつ。日本のさんご製品の輸入については、HSコード9601.90.100「べつこう又はさんごの加工品
及び製品」として分類されている。べっ甲の原材料であるタイマイはワシントン条約附属書Ⅰに掲載されている種であるため、商業目的の国際取引は禁止されている。しかし、学術研究目的あ
るいは共同保護計画目的である場合にのみ国際取引が可能であり、ワシントン条約締約国は、その取引情報を国連環境計画（UNEP）の世界生物多様性情報評価センター（WCMC）に
報告することが義務づけられている。最近のUNEP-WCMCのデータベースによると、べっ甲は2000年以降に台湾から日本へ輸入はされた記録はない（UNEP-WCMC、2009）。このため、
2000年以降の日本のＨＳコードで示されるのは、さんご製品と加工品のみであると仮定した。
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出典: 財務省貿易統計（http://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm）、Taiwan Customs Statistics（http://tcs.taiwantrade.com.tw/stap/main.asp?lang=1）　  
（2009年12月15日取得）

資料　各県水産課へのインタビューとアンケート調査（トラフィック イーストアジア ジャパン調べ）。

5 さんご製品の台湾と日本の取引量の推移（2002‒2008）

宝石さんご漁業を
行っている都道府県（日本）

図
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Corallium rubrumの利用と漁獲の歴史は古く、
ローマ時代にはインドや北アフリカヘビーズ製品が
交易されていた記録がある（Torntore、2002）。
19世紀後半に日本で宝石サンゴ漁業が始まると、
イタリアを中心に海外からも仲買いが買いつけに来
日し、太平洋産宝石サンゴがヨーロッパ市場に流
通するようになった（Torntore、2002）。現在では、
特に、太平洋産アカサンゴParacorallium japonicum
やモモイロサンゴ Corallium elatiusなどの宝石サンゴ
は、その美しさからだけではなく、地中海産ベニサ
ンゴの資源量と漁獲の減少の影響を受け、国際
市場における需要が高まりつつある（Georgios、
2009）。国連食糧農業機関（FAO）などの報
告によれば、近年、宝石サンゴ加工産業の世
界的な中心地であるイタリア南部都市トッレ・デ
ル・グレコで扱われる宝石サンゴの約7割が、
日本や台湾産であるという（FAO、2007）1。
　宝石サンゴの資源量の枯渇が懸念され、第
14回と第 15回ワシントン条約締約国会議で議
論されてきた。本章では、宝石サンゴの主要
な生産や加工国である日本に焦点をあて、日本

の国際取引と資源管理の実態について明らか
にする。

宝石サンゴの生産量と日本
　FAOは、宝石サンゴの世界の生産量を漁業国
政府からの報告にもとづいて集計している。図１は、
FAOの統計をもとに、太平洋で採取されるアカサン
ゴとモモイロサンゴの総生産量の推移を示した。こ
の図より、1983年には9.7tであったアカサンゴの総
生産量は、2006年には約20%にあたる1.9tに低迷
していることがわかる。つまり、過去23年の間に、
約80%もの生産量が減少していることを意味する。
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年によって急激に減少あるいは増加するなど、その
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るが、新しい漁場の発見とその集中的な漁獲、国
際市場の価格変動の反映がその要因として考えら
れる（TRAFFIC-IUCN、2010）。
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別生産量を示した。これらの図より、アカサンゴと
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管理措置
　2010年7月現在、公海に生息する宝石サンゴ
は地域漁業管理機関（RFMOs）など国際的な
機関による漁業管理は行われていない。東アジア
のなかでも、中国は、1988年に制定した野生動
物保護法にもとづき、宝石サンゴを国家一級重点
保護野生動物に指定し、国内での漁獲を禁止し
た。また、2008年7月には、サンゴ科4種をワシン
トン条約附属書Ⅲに掲載し、中国の取引相手国に
これらの種の国際取引を管理するために支援が必
要であると注意を呼びかけている。　
　台湾は、2009年1月、宝石サンゴ採捕と取引
に関する規制を改正した。さんご漁業を経営する
漁船のライセンス制を導入し、すべての漁船に船
舶位置管理システム（VMS）の装備を義務付け、
各漁船の空間的なモニタリングを行っている。また、
各漁船の漁獲可能量（TAC）は年間200kg、
輸出量は年間120kgに設定された（Wu and 
Takahashi、2009）。
　日本のさんご漁業は、漁業法および「水産資源
保護法」に基づき、都道府県漁業調整規則と海
区漁業調整委員会指示によって規制されている。
トラフィック イーストアジア ジャパンは、宝石サンゴ
の主要な生産地である高知県、長崎県、鹿児島
県、沖縄県の水産課に対し、さんご漁業に関する
各都道府県の漁業調整規則と報告義務内容につ
いてアンケート調査を行った（表１、図６）。

　調査の結果、規制内容は各自治体によって大き
く異なることが明らかになった。例えば、各漁船の
漁獲可能量（TAC）について設定している県は
なく、禁漁時期については、高知県が宝石サンゴ
の保全と他漁業との調整により室戸沖に対して設
けているのみである。その他の3県では特に禁漁
時期を設けていないため、年中操業が可能である。

　日本の海域で行われているさんご漁業は、さん
ご網という伝統的な漁法と深海での採捕を可能と
する潜水艇の使用という近代化された漁業の2つ
の形態によって操業されているのが特徴である。
漁法の制限については、高知県は伝統的漁法で
あるさんご網を指定する一方、沖縄県では潜水艇
など選択的に採捕できる漁具の使用のみに限って
いる。鹿児島県と沖縄県から操業許可を得ている
経営体は東京に本社のある船舶保有会社のみ
で、潜水艇を用いて宝石サンゴを選択的に採捕し
ている。
　漁業成績報告書について、各県とも総重量の
報告を義務付けているが、そのなかでも生物種別
に報告義務があるのは鹿児島県と沖縄県のみで
あった。しかしながら、前述したように、FAOの
生産統計では、日本政府から生物種別に生産量
が報告されていることを思い起こしてほしい。日本

国内のすべての生産地で宝石サンゴの水揚げは
生物種別に集計されていないことからも、日本から
信頼度の高い漁獲データが報告されているとは言
いがたい。さらに、各県の報告内容において、サ
ンゴの状態や販売状況について報告義務を設け
ていないなど、現在の報告内容は限定的であり、

さんご漁業の実態や自然に生息する資源量への
影響を理解するためにに十分な情報を収集できて
いるとはいえない。

提言
　希少な生物資源である宝石サンゴは、本稿で
もみてきたように、国際市場で取引されているた
め、その資源管理には国内だけではなく、国際
的な協力を要する。特に、太平洋に生息する宝
石サンゴに対して、主要な生産国である日本は、
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信頼の置ける科学的データと生物種別の漁獲量、
取引量を収集し、国内の保全と持続可能な利用
に関する施策を立て、実行することが求められる。
また、これらの情報は一部の研究者や関係者だ
けではなく、一般に開示され、多様な分野の参
画によって保全と持続可能な漁業のあり方が議論
されるべきである。古くから世界中の人びとを魅
了してきた宝石サンゴを、これからも持続可能な
方法で利用するために、長期的な視野をもった
対応が求められている。

ンゴを特定するHSコードはない。宝石サンゴに関
する統計データは造礁さんごなどを含めた「さんご」
として包括されるため、宝石サンゴの国際取引の
全体像を把握するのは困難である。また、製品の
輸出に関するＨＳコードは、べっ甲や水牛の角など
他の生物資源が含まれるため、宝石サンゴの輸出

はじめに
　宝石サンゴとして
総称されるサンゴ科
Coralliidae spp.は約31
種が知られ、世界中の
熱帯や亜熱帯、温帯海
域に生息する。なかでも、
地中海産のベニサンゴ 

Corallium rubrumの利用と漁獲の歴史は古く、
ローマ時代にはインドや北アフリカヘビーズ製品が
交易されていた記録がある（Torntore、2002）。
19世紀後半に日本で宝石サンゴ漁業が始まると、
イタリアを中心に海外からも仲買いが買いつけに来
日し、太平洋産宝石サンゴがヨーロッパ市場に流
通するようになった（Torntore、2002）。現在では、
特に、太平洋産アカサンゴParacorallium japonicum
やモモイロサンゴ Corallium elatiusなどの宝石サンゴ
は、その美しさからだけではなく、地中海産ベニサ
ンゴの資源量と漁獲の減少の影響を受け、国際
市場における需要が高まりつつある（Georgios、
2009）。国連食糧農業機関（FAO）などの報
告によれば、近年、宝石サンゴ加工産業の世
界的な中心地であるイタリア南部都市トッレ・デ
ル・グレコで扱われる宝石サンゴの約7割が、
日本や台湾産であるという（FAO、2007）1。
　宝石サンゴの資源量の枯渇が懸念され、第
14回と第 15回ワシントン条約締約国会議で議
論されてきた。本章では、宝石サンゴの主要
な生産や加工国である日本に焦点をあて、日本

の国際取引と資源管理の実態について明らか
にする。

宝石サンゴの生産量と日本
　FAOは、宝石サンゴの世界の生産量を漁業国
政府からの報告にもとづいて集計している。図１は、
FAOの統計をもとに、太平洋で採取されるアカサン
ゴとモモイロサンゴの総生産量の推移を示した。こ
の図より、1983年には9.7tであったアカサンゴの総
生産量は、2006年には約20%にあたる1.9tに低迷
していることがわかる。つまり、過去23年の間に、
約80%もの生産量が減少していることを意味する。
一方、モモイロサンゴは、1983年に約5.5 tだった
漁獲は、その4年後の1987年には約70%減少し、
1.9 tであった。翌年以降、増加傾向をみせるが、
年によって急激に減少あるいは増加するなど、その
生産量は安定していない。1992年から2006年の
間に、急な増加とその後の減少が3度も繰り返され
るが、新しい漁場の発見とその集中的な漁獲、国
際市場の価格変動の反映がその要因として考えら
れる（TRAFFIC-IUCN、2010）。
　図２と図３に、アカサンゴとモモイロサンゴの国
別生産量を示した。これらの図より、アカサンゴと
モモイロサンゴの漁獲は日本と台湾のみが行ってい
ることがわかる。特に、アカサンゴについては、そ
の多くを日本が占めており、2005年以降は日本の
みが漁獲を行っている。日本の漁獲は、1996年
には0.5 tであったが、2006年には約4倍である
1.9 tの漁獲があった。一方、モモイロサンゴの主

な原産国は台湾であり、2006年の総生産量のうち、
約6割が台湾によるものであった。日本の生産量
は、2000年以降、約2 t前後で推移している。

国際取引
　2010年7月現在、日本の貿易統計には宝石サ

量のみを特定することはできない。
　これらの問題点を指摘した上で、未加工さんご
の日本からの輸出先についてみていきたい。図４
は、1999年から2008年までの過去10年間のさん
ごの総輸出金額の国別シェアを示している。日本
から輸出されるさんごの約87%が香港と台湾、中
国によって占められている。これら3カ国は、日本
産さんごの重要な国際市場であることが推測でき
る。
　図５は、さんご製品の台湾から日本への輸出量
と日本の台湾からの輸入量の推移を示している2。
2004年と2006年については貿易統計上の誤差は
少ないが、2002年と2005年、2007年には大きな
隔たりがある。2005年には、日本の貿易統計によ
ると、日本は台湾から9kgのさんご製品を輸入して
いるはずだが、台湾の貿易統計では台湾から日本
へ4313kgを輸出していることを示している。このよ
うな統計上のギャップが生じる理由は、貿易統計
の分析からだけでは明らかにすることはできない。
財務省の統計基本通達によると２０万円以下につ
いては統計に記録されないが、それを考慮しても
二国間の通関管理が適切に行なわれていない疑
いが指摘できるだろう（Wu and Takahashi、
2009）。

管理措置
　2010年7月現在、公海に生息する宝石サンゴ
は地域漁業管理機関（RFMOs）など国際的な
機関による漁業管理は行われていない。東アジア
のなかでも、中国は、1988年に制定した野生動
物保護法にもとづき、宝石サンゴを国家一級重点
保護野生動物に指定し、国内での漁獲を禁止し
た。また、2008年7月には、サンゴ科4種をワシン
トン条約附属書Ⅲに掲載し、中国の取引相手国に
これらの種の国際取引を管理するために支援が必
要であると注意を呼びかけている。　
　台湾は、2009年1月、宝石サンゴ採捕と取引
に関する規制を改正した。さんご漁業を経営する
漁船のライセンス制を導入し、すべての漁船に船
舶位置管理システム（VMS）の装備を義務付け、
各漁船の空間的なモニタリングを行っている。また、
各漁船の漁獲可能量（TAC）は年間200kg、
輸出量は年間120kgに設定された（Wu and 
Takahashi、2009）。
　日本のさんご漁業は、漁業法および「水産資源
保護法」に基づき、都道府県漁業調整規則と海
区漁業調整委員会指示によって規制されている。
トラフィック イーストアジア ジャパンは、宝石サンゴ
の主要な生産地である高知県、長崎県、鹿児島
県、沖縄県の水産課に対し、さんご漁業に関する
各都道府県の漁業調整規則と報告義務内容につ
いてアンケート調査を行った（表１、図６）。

　調査の結果、規制内容は各自治体によって大き
く異なることが明らかになった。例えば、各漁船の
漁獲可能量（TAC）について設定している県は
なく、禁漁時期については、高知県が宝石サンゴ
の保全と他漁業との調整により室戸沖に対して設
けているのみである。その他の3県では特に禁漁
時期を設けていないため、年中操業が可能である。

　日本の海域で行われているさんご漁業は、さん
ご網という伝統的な漁法と深海での採捕を可能と
する潜水艇の使用という近代化された漁業の2つ
の形態によって操業されているのが特徴である。
漁法の制限については、高知県は伝統的漁法で
あるさんご網を指定する一方、沖縄県では潜水艇
など選択的に採捕できる漁具の使用のみに限って
いる。鹿児島県と沖縄県から操業許可を得ている
経営体は東京に本社のある船舶保有会社のみ
で、潜水艇を用いて宝石サンゴを選択的に採捕し
ている。
　漁業成績報告書について、各県とも総重量の
報告を義務付けているが、そのなかでも生物種別
に報告義務があるのは鹿児島県と沖縄県のみで
あった。しかしながら、前述したように、FAOの
生産統計では、日本政府から生物種別に生産量
が報告されていることを思い起こしてほしい。日本

国内のすべての生産地で宝石サンゴの水揚げは
生物種別に集計されていないことからも、日本から
信頼度の高い漁獲データが報告されているとは言
いがたい。さらに、各県の報告内容において、サ
ンゴの状態や販売状況について報告義務を設け
ていないなど、現在の報告内容は限定的であり、

さんご漁業の実態や自然に生息する資源量への
影響を理解するためにに十分な情報を収集できて
いるとはいえない。

提言
　希少な生物資源である宝石サンゴは、本稿で
もみてきたように、国際市場で取引されているた
め、その資源管理には国内だけではなく、国際
的な協力を要する。特に、太平洋に生息する宝
石サンゴに対して、主要な生産国である日本は、
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信頼の置ける科学的データと生物種別の漁獲量、
取引量を収集し、国内の保全と持続可能な利用
に関する施策を立て、実行することが求められる。
また、これらの情報は一部の研究者や関係者だ
けではなく、一般に開示され、多様な分野の参
画によって保全と持続可能な漁業のあり方が議論
されるべきである。古くから世界中の人びとを魅
了してきた宝石サンゴを、これからも持続可能な
方法で利用するために、長期的な視野をもった
対応が求められている。

ンゴを特定するHSコードはない。宝石サンゴに関
する統計データは造礁さんごなどを含めた「さんご」
として包括されるため、宝石サンゴの国際取引の
全体像を把握するのは困難である。また、製品の
輸出に関するＨＳコードは、べっ甲や水牛の角など
他の生物資源が含まれるため、宝石サンゴの輸出

はじめに
　宝石サンゴとして
総称されるサンゴ科
Coralliidae spp.は約31
種が知られ、世界中の
熱帯や亜熱帯、温帯海
域に生息する。なかでも、
地中海産のベニサンゴ 

Corallium rubrumの利用と漁獲の歴史は古く、
ローマ時代にはインドや北アフリカヘビーズ製品が
交易されていた記録がある（Torntore、2002）。
19世紀後半に日本で宝石サンゴ漁業が始まると、
イタリアを中心に海外からも仲買いが買いつけに来
日し、太平洋産宝石サンゴがヨーロッパ市場に流
通するようになった（Torntore、2002）。現在では、
特に、太平洋産アカサンゴParacorallium japonicum
やモモイロサンゴ Corallium elatiusなどの宝石サンゴ
は、その美しさからだけではなく、地中海産ベニサ
ンゴの資源量と漁獲の減少の影響を受け、国際
市場における需要が高まりつつある（Georgios、
2009）。国連食糧農業機関（FAO）などの報
告によれば、近年、宝石サンゴ加工産業の世
界的な中心地であるイタリア南部都市トッレ・デ
ル・グレコで扱われる宝石サンゴの約7割が、
日本や台湾産であるという（FAO、2007）1。
　宝石サンゴの資源量の枯渇が懸念され、第
14回と第 15回ワシントン条約締約国会議で議
論されてきた。本章では、宝石サンゴの主要
な生産や加工国である日本に焦点をあて、日本

の国際取引と資源管理の実態について明らか
にする。

宝石サンゴの生産量と日本
　FAOは、宝石サンゴの世界の生産量を漁業国
政府からの報告にもとづいて集計している。図１は、
FAOの統計をもとに、太平洋で採取されるアカサン
ゴとモモイロサンゴの総生産量の推移を示した。こ
の図より、1983年には9.7tであったアカサンゴの総
生産量は、2006年には約20%にあたる1.9tに低迷
していることがわかる。つまり、過去23年の間に、
約80%もの生産量が減少していることを意味する。
一方、モモイロサンゴは、1983年に約5.5 tだった
漁獲は、その4年後の1987年には約70%減少し、
1.9 tであった。翌年以降、増加傾向をみせるが、
年によって急激に減少あるいは増加するなど、その
生産量は安定していない。1992年から2006年の
間に、急な増加とその後の減少が3度も繰り返され
るが、新しい漁場の発見とその集中的な漁獲、国
際市場の価格変動の反映がその要因として考えら
れる（TRAFFIC-IUCN、2010）。
　図２と図３に、アカサンゴとモモイロサンゴの国
別生産量を示した。これらの図より、アカサンゴと
モモイロサンゴの漁獲は日本と台湾のみが行ってい
ることがわかる。特に、アカサンゴについては、そ
の多くを日本が占めており、2005年以降は日本の
みが漁獲を行っている。日本の漁獲は、1996年
には0.5 tであったが、2006年には約4倍である
1.9 tの漁獲があった。一方、モモイロサンゴの主

な原産国は台湾であり、2006年の総生産量のうち、
約6割が台湾によるものであった。日本の生産量
は、2000年以降、約2 t前後で推移している。

国際取引
　2010年7月現在、日本の貿易統計には宝石サ

量のみを特定することはできない。
　これらの問題点を指摘した上で、未加工さんご
の日本からの輸出先についてみていきたい。図４
は、1999年から2008年までの過去10年間のさん
ごの総輸出金額の国別シェアを示している。日本
から輸出されるさんごの約87%が香港と台湾、中
国によって占められている。これら3カ国は、日本
産さんごの重要な国際市場であることが推測でき
る。
　図５は、さんご製品の台湾から日本への輸出量
と日本の台湾からの輸入量の推移を示している2。
2004年と2006年については貿易統計上の誤差は
少ないが、2002年と2005年、2007年には大きな
隔たりがある。2005年には、日本の貿易統計によ
ると、日本は台湾から9kgのさんご製品を輸入して
いるはずだが、台湾の貿易統計では台湾から日本
へ4313kgを輸出していることを示している。このよ
うな統計上のギャップが生じる理由は、貿易統計
の分析からだけでは明らかにすることはできない。
財務省の統計基本通達によると２０万円以下につ
いては統計に記録されないが、それを考慮しても
二国間の通関管理が適切に行なわれていない疑
いが指摘できるだろう（Wu and Takahashi、
2009）。

管理措置
　2010年7月現在、公海に生息する宝石サンゴ
は地域漁業管理機関（RFMOs）など国際的な
機関による漁業管理は行われていない。東アジア
のなかでも、中国は、1988年に制定した野生動
物保護法にもとづき、宝石サンゴを国家一級重点
保護野生動物に指定し、国内での漁獲を禁止し
た。また、2008年7月には、サンゴ科4種をワシン
トン条約附属書Ⅲに掲載し、中国の取引相手国に
これらの種の国際取引を管理するために支援が必
要であると注意を呼びかけている。　
　台湾は、2009年1月、宝石サンゴ採捕と取引
に関する規制を改正した。さんご漁業を経営する
漁船のライセンス制を導入し、すべての漁船に船
舶位置管理システム（VMS）の装備を義務付け、
各漁船の空間的なモニタリングを行っている。また、
各漁船の漁獲可能量（TAC）は年間200kg、
輸出量は年間120kgに設定された（Wu and 
Takahashi、2009）。
　日本のさんご漁業は、漁業法および「水産資源
保護法」に基づき、都道府県漁業調整規則と海
区漁業調整委員会指示によって規制されている。
トラフィック イーストアジア ジャパンは、宝石サンゴ
の主要な生産地である高知県、長崎県、鹿児島
県、沖縄県の水産課に対し、さんご漁業に関する
各都道府県の漁業調整規則と報告義務内容につ
いてアンケート調査を行った（表１、図６）。

　調査の結果、規制内容は各自治体によって大き
く異なることが明らかになった。例えば、各漁船の
漁獲可能量（TAC）について設定している県は
なく、禁漁時期については、高知県が宝石サンゴ
の保全と他漁業との調整により室戸沖に対して設
けているのみである。その他の3県では特に禁漁
時期を設けていないため、年中操業が可能である。

　日本の海域で行われているさんご漁業は、さん
ご網という伝統的な漁法と深海での採捕を可能と
する潜水艇の使用という近代化された漁業の2つ
の形態によって操業されているのが特徴である。
漁法の制限については、高知県は伝統的漁法で
あるさんご網を指定する一方、沖縄県では潜水艇
など選択的に採捕できる漁具の使用のみに限って
いる。鹿児島県と沖縄県から操業許可を得ている
経営体は東京に本社のある船舶保有会社のみ
で、潜水艇を用いて宝石サンゴを選択的に採捕し
ている。
　漁業成績報告書について、各県とも総重量の
報告を義務付けているが、そのなかでも生物種別
に報告義務があるのは鹿児島県と沖縄県のみで
あった。しかしながら、前述したように、FAOの
生産統計では、日本政府から生物種別に生産量
が報告されていることを思い起こしてほしい。日本

国内のすべての生産地で宝石サンゴの水揚げは
生物種別に集計されていないことからも、日本から
信頼度の高い漁獲データが報告されているとは言
いがたい。さらに、各県の報告内容において、サ
ンゴの状態や販売状況について報告義務を設け
ていないなど、現在の報告内容は限定的であり、

さんご漁業の実態や自然に生息する資源量への
影響を理解するためにに十分な情報を収集できて
いるとはいえない。

提言
　希少な生物資源である宝石サンゴは、本稿で
もみてきたように、国際市場で取引されているた
め、その資源管理には国内だけではなく、国際
的な協力を要する。特に、太平洋に生息する宝
石サンゴに対して、主要な生産国である日本は、


